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史
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弁
書
を
送
付
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る
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衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
著
作
権
法
上
の
同
一
性
保
持
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
著
作
物
が
著

作
者
の
思
想
又
は
感
情
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
著
作
者
の
意
に
反
す
る
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
基
準
と
し
、
一
定
程
度
著
作
者
の
主
観
を
考
慮

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
千
八
百
九
十
六
年
五
月
四
日
に
パ
リ
で
補
足
さ
れ
、
千
九
百

八
年
十
一
月
十
三
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
改
正
さ
れ
、
千
九
百
十
四
年
三
月
二
十
日
に
ベ
ル
ヌ
で
補
足
さ
れ
並
び
に
千
九
百
二
十

八
年
六
月
二
日
に
ロ
ー
マ
で
、
千
九
百
四
十
八
年
六
月
二
十
六
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
及
び
千
九
百
七
十
一
年
七
月
二
十
四
日
に
パ
リ
で
改
正
さ
れ
た
千
八
百
八
十
六
年
九
月
九
日
の
文
学
的
及

び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
（
昭
和
五
十
年
条
約
第
四
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
は
、

条
約
が
定
め
る
権
利
は
最
低
限
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
各
加
盟
国
が
国
内
法
に
お
い
て
条
約
第
六

条
の
二
�
に
規
定
す
る
以
上
の
権
利
を
著
作
者
に
与
え
て
も
条
約
上
は
何
ら
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
行
為
が
著
作
権
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
を
総

合
的
に
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、

同
項
の
規
定
は
、
著
作
物
又
は
そ
の
題
号
に
不
本
意
な
改
変
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
と
い
う
著
作
者
の
人
格
的
な
利
益

を
保
護
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
著
作
者
人
格
権
に
関
し
て
は
、
社
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作
権
研
究
所
に
設
け

ら
れ
た
著
作
者
人
格
権
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
以
後
、
著
作
者
人
格
権
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い

て
多
角
的
な
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
年
六
月
頃
を
目
途
に
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

る
。

二


